
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

一

の
申
請

右

同

一

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

一

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
等
の
公

二

目

次

ペ
ー
ジ

示

公
安
委
員
会
告
示

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

三

化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
く
遊
技
機
の
型
式
検
定

の
結
果

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
奈
良
県
生
活
環
境

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

む
す
び
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

湯
浅

進

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

奈
良
市
大
倭
町
二
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
内
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
快
復
者
へ
の
支
援
、
社
会
的
弱
者
へ
の
差
別
偏
見

除
去
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
あ
る
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
内
は
も

と
よ
り
国
際
社
会
に
対
し
て
広
く
働
き
か
け
、
よ
り
よ
き
社
会
の
建
設
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
奈
良
県
生
活
環
境

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

や
ま
と

三

代
表
者
の
氏
名

西
田

先
作

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
和
高
田
市
大
字
大
中
七
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
生
活
者
に
対
し
て
、
知
的
身
体
的
能
力
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
講
習

会
、
財
産
管
理
能
力
を
養
う
た
め
の
講
習
会
等
の
事
業
を
行
い
、
こ
れ
ら
高
齢
者
や
生
活
者
が
心
身

と
も
に
健
康
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。



平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
第
七
二

二
五
号

平
成
十
五
年
十
一
月
十
九
日
第
七
二

二
五

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
第
五
九
四
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

桜
井
市
大
字
大
西
三
三
番
地
ノ
七
及
び
三
四
番
地
ノ
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

桜
井
市
大
福
二
三
一
番
地

サ
ン
ラ
イ
ズ

一

二

扇
谷
茂

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
十
月
八
日
第
七
二

七
三
号

平
成
十
六
年
一
月
八
日
第
七
二

七
三

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
第
五
九
四
七
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
第
三
八

七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

天
理
市
富
堂
町
一
三
三
番
地
ノ
一
の
一
部
、
一
三
六
番
地
ノ
一
の
一
部
、
一
三
六
番
地
ノ
二
及
び

一
三
七
番
地
ノ
一
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

磯
城
郡
川
西
町
大
字
結
崎
五
八
九
番
地
ノ
七
九

協
栄
ホ
ー
ム

代
表
者

久
保
西
勇
治

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

天
理
市
富
堂
町
一
三
六
番
地
ノ
一
、
一
三
六
番
地
ノ
二
及
び
一
三
七
番
地
ノ
一
の
各
一
部

下
水
道

天
理
市
富
堂
町
一
三
六
番
地
ノ
一
及
び
一
三
六
番
地
ノ
二
の
各
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日
第
七
二

七
六
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
第
五
九
四
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

御
所
市
大
字
池
之
内
五
番
地
、
六
番
地
ノ
二
、
八
番
地
ノ
二
の
一
部
、
九
番
地
ノ
二
、
一

番
地

ノ
一
の
一
部
、
一

番
地
ノ
三
及
び
一
三
四
三
番
地

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

御
所
市
大
字
池
之
内
三
二
三
番
地

池
之
内
区
長

米
田
保
清

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

御
所
市
大
字
池
之
内
八
番
地
ノ
二
、
一

番
地
及
び
一
三
四
三
番
地
の
各
一
部

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

達
調

の
務
役
は
又
等
品
物

を
等
者

札
落
、
て

い
つ
に

す
ま

し
示
公

り
お
と
の

次

成
平

。

年
月

也
善

本
柿

事
知

県
良
奈

日は
又

等
品
物
る
係
に
札
落奈

量
数
び

及
称
名
の

務
役病
属
附

学
大
科
医
立
県
良

ス
シ

タ
ニ
モ

報
情
体
生

院
ム

テ
の

）
ー

タ
ン
セ

急
救

命
救

入
購

担
を

務
事
る
す
関
に
約
契

及
称

名
の

等
課
部
る

す
当

局
納
出
県
良
奈

地
在
所

び

町
路

大
登
市
良
奈

課
務

総

地
番

平
日
た

し
定
決
を
者
札
落

成
年
月
日

所
住

び
及
名
氏
の
者
札
落

堂
星
三
ヤ

ラ
ク
社
会
式
株

桧
条
三
市
良
奈

店
支
良
奈

町

額
金
札
落

，
，

円

し
定

決
を
方
手
相
の
約
契

に
札

入
争
競
般
一

続
手

た

。
る

よ

っ
行

を
告
公
の
札
入
争
競

成
平

日
た

年
月

日

良
奈
、
は
約
契
本

他
の
そ

成
り

よ
に
決
議

の
会
議
県

。
す
ま
し

立



平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

公
安
委
員
会
告
示

示
告

会
員

委
安

公
県

良
奈

第
号

び
及

制
規

の
等

業
営

俗
風

す
関

に
等

化
正

適
の

務
業

律
法

る
和

昭
第
律
法

年
第
）
号

第
条

さ
請

申
り

よ
に

定
規

の
項

技
遊

る
げ

掲
に

表
別

た
れ

及
定
認
の
機
技

遊
、

は
機

す
関

に
等

定
検

の
式
型
び

則
規

る
和

昭
則

規
会

員
委

安
公

家
国

年
第

第
）

号

関

に
式
型
の
機
技
遊
の
条

適
に

格
規

の
上

術
技

る
す

れ
ら

め
認

と
る

い
て

し
合

第
則

規
同

、
で

の
る

第
条

す
示

公
り

よ
に
定
規
の
項

成
平

。
る

年
月

委

会
員
委

安
公

県
良

奈

日

利
正

田
永

長
員



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


